
自転車の交通違反に青切符（反則金）

２０２６年４月１日より１６歳以上の者が行った自転車の比較的に軽い
反則行為に青切符（反則金納付）が発行されます。（16歳未満の違反者は、
原則として指導警告による違反処理）

【主な違反行為と反則金】

自転車の飲酒運転は赤切符が切られます。これは交通違反罰金（行政処分）ではなく刑事罰
の手続きに進む事を意味します。悪質な場合は前科が付く可能性もあります。
青切符対象の違反でも、事故になったり大事故を引き起こす恐れがあった場合は赤切符が
切られる事もあります。

交通ルールを守り、自分の命や周りの人の命を守りましょう！

携帯電話使用等（保持）

1万2,000円

信号無視：6,000円
（点滅信号無視は5,000円）

安全運転義務違反 6,000円
（傘差し運転での危険行為や

片手運転など）

指定場所一時不停止等

5,000円

通行区分違反
（右側通行・逆走や悪質な

歩道通行など）6,000円
歩道徐行等義務違反

3,000円

歩道は歩行者優先で自転車は徐行（即停止できる速度）し
歩行者の通行の妨げになる場合は一旦停止がルール

並進禁止違反
3,000円

無灯火 5,000円軽車両乗車積載制限違反
（二人乗りなど）3,000円

山本山手地区まちづくり協議会

詳しくはこちら
兵庫県警察HP
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